
世田谷区特別区税条例施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区特別区税条例施行規則（昭和４０年３月世田谷区規則第１５号）の一部を

次のように改正する。 

第６条の２第１項第９号及び第１０号中「第２条の２第５項」を「第２条の２第７

項」に改め、同条第２項ただし書中「第１９４条第４項、第１９５条第４項」を「第

１９４条第５項、第１９５条第５項」に、「第２条の２第４項」を「第２条の２第５

項」に改め、同条第３項ただし書中「第１９４条第４項、第１９５条第４項」を「第

１９４条第５項、第１９５条第５項」に、「第２条の２第４項」を「第２条の２第５ 

項」に改め、同項第１号中「第２条の２第５項第１号」を「第２条の２第６項第１号」 

に改め、同項第２号中「第２条の２第５項第２号」を「第２条の２第６項第２号」に

改め、同項第３号中「第２条の２第５項第３号」を「第２条の２第６項第３号」に改

め、同条第４項中「第２条の２第６項」を「第２条の２第７項」に、「第２条の２第

７項」を「第２条の２第８項」に改め、同条第５項中「第２条の２第８項」を「第２

条の２第９項」に改め、同項ただし書中「同条第６項」を「同条第７項」に改める。 

 第１９号様式の⑴の１裏面以外の部分を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





附 則 

この規則は、令和９年１月１日から施行する。ただし、第６条の２第２項ただし書 

の改正規定（「第１９４条第４項、第１９５条第４項」を「第１９４条第５項、第１

９５条第５項」に改める部分に限る。）及び同条第３項ただし書の改正規定（「第１

９４条第４項、第１９５条第４項」を「第１９４条第５項、第１９５条第５項」に改

める部分に限る。）並びに第１９号様式の⑴の１裏面以外の部分の改正規定は、公布

の日から施行する。 

 

 


